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急性期充実体制加算と敷地内薬局

衣笠病院グループ
相談役 武藤正樹
よこすか地域包括推進センター長



社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院グループ

衣笠病院グループの概要

■神奈川県横須賀市（人口約39万人）に立地

■横須賀・三浦医療圏（4市1町）は人口約70万人

■衣笠病院許可病床198床 ＜稼働病床194床＞

■病院診療科 ＜〇は常勤医勤務＞

〇内科、神経科、小児科、〇外科、乳腺外科、

脳神経外科、形成外科、〇整形外科、〇皮膚科、

〇泌尿器科、婦人科、〇眼科、〇耳鼻咽喉科、

〇ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、〇放射線科、〇麻酔科、〇ホスピス、東洋医学

■病棟構成

DPC病棟（50床）、地域包括ケア病棟（91床）、回復期リハビリ病棟（33床）、ホスピス（緩和ケア病棟：20床）

【2021年9月時点】
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パート１
急性期充実体制加算と
総合入院体制加算

①急性期充実体制加算（スーパー急性期）
②総合入院体制加算の見直し



①急性期充実体制加算

スーパー急性期



14日で
47,600円



施設基準
• （1）急性期一般入院料１を算定する病棟を有する病院であること

•
（2）地域において高度かつ専門的な医療および急性期医療を提供するにつき
十分な体制が整備されていること

•
（3）高度かつ専門的な医療および急性期医療に係る実績を十分有していること

•
（4）入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること

•
（5）感染対策向上加算1（感染防止対策加算を改組）に係る施設基準を届け出
ていること

•
（6）敷地内において喫煙が禁止されていること

•
（7）日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院またはこ
れに準ずる病院であること

急性期一般入院料１の加算

ICU設置

手術件数、救急搬送数、化学療法・放射線療法件数など

院内迅速対応システムRRS



急性期充
実加算





急性期入院医療１
の2割にICU等が無

かった

急性期入院料１で
ICU、HCUなど治療
室を届けている医
療機関が7割超



院内迅速対応チーム：RSS



迅速対応システム
Rapid Response System

急性期充実体制加算の要件として導入



日本院内救急検討委員会
日本集中治療医学会

日本臨床救急医学会

Rapid Response System



多くの「急変」にはかならず
前兆がある

予期せぬ
心停止/死亡

救命

この段階で
認識したい！
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Rapid Response System

• RRS：院内迅速対応システム

•患者に対する有害事象を軽減することを目的と
し、迅速な対応を要するバイタルサインの重大
な増悪を含む急激な病態変化を覚知して対応す
るために策定された介入手段



Code Blue vs. RRS
Code Blue RRS

起動基準 心停止
呼吸停止

VS異常
意識レベル低下 etc.

対象となる病態 （同上） 呼吸不全
ショック
不整脈
脳血管障害 etc.

起動率（成人・
1,000入院あたり）

0.5～5 20～40

院内死亡率（成人） 70～90% 0～20%

(N Engl J Med 2011;365:139-46.)



RSSで
院内死亡
が減る



②総合入院体制加算

総合入院体制加算は、大学付属病院に準じるような
地域の基幹病院を評価する加算



367

加算１を14日
とると33,600円



オフポンプ手術

総合入院体制加
算と急性期充実
加算は同時算定

できない



点数と要件 急性期充実体制加算 総合入院体制加算１

点数（14日まで） 47,600円 33,600円

全身麻酔手術件数 2000件（緊急手術350件） 800件

救命救急センター等の24時
間の救急対応

〇 規定なし

救急車搬送件数 2000件 2000件

ICU
迅速対応チーム（RRS)

〇 規定なし

病床規定 急性期一般入院料１の加算
病床の9割が一般病床である

規定なし

地ケア病棟・療養病棟併設
同一建物内介護施設
敷地内薬局

認められない 規定なし

精神科に対して24時間対応 精神科リエゾンチーム 加算１では精神科病床が要
件
その他、精神科リエゾン
チーム

第三者評価 〇 〇



急性期充実体制加算
結果速報

2022年6月現在126病院



株式会社メディチュア 渡辺優氏資料より



出所： 改定前 各地方厚生局届出受理医療機関名簿（2022年1月1日または2月1日現在）、改定後 各地方厚
生局届出受理医療機関名簿（東北・関東信越 2022年4月1日現在、中国：2022年5月1日現在、その他：2022年6
月1日現在）を基に作成
※埼玉県は6/10時点で未公表のため、改定前後どちらにも含めていない。

総合入院体制加算から急性期充実体制加算へ

株式会社メディチュア 渡辺優氏資料より

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6mNGAPlHItFlus3osDjdDqyiSs3_QCgp3g5urcrus_yKfANYa_anX2ikrZu4l1NGfIVAlPEW7o-iv9nPEtmUvv_sFqHOBrlX_zEzLh97OVSeRP375SKbI6lLImaPVrSTumrHpQMFA_CiNVZrgd3NZ3S68DYow-G3D1xTNMQkZmwW0DSzwPP_5m-GkZg/s2365/%E6%80%A5%E6%80%A7%E6%9C%9F%E5%85%85%E5%AE%9F%E4%BD%93%E5%88%B6%E5%8A%A0%E7%AE%97_20220610.png


都道府県別の急性期充実体制加算

福岡（１）

大坂（18）

愛知（12）

神奈川（12）

東京（11）

株式会社メディチュア 渡辺優氏資料より



パート２
急性期充実体制加算と

敷地内薬局





急性期充実体制加算要件で
敷地内薬局締め出し

急性期充実
加算病院

敷地内薬局をすで
に持っていると、
急性期充実加算を

取れない！



規制改革会議と敷地内薬局

敷地内薬局



どうして病院と薬局
の間にフェンスがあ

るの？！



保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
（2016年3月4日厚生労働省令第27号）

• （健康保険事業の健全な運営の確保）

• 第二条の三 保険薬局は、その担当する療養の給
付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはなら
ない。
• 一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険
医療機関と一体的な経営を行うこと。

• 二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対し
て特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の
指示等を行うことの対償として、金品その他の財
産上の利益を供与すること。

• ２ 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当
する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運
営を損なうことのないよう努めなければならない。



規制改革会議公開
デスカッション（2015年3月）

公開デスカッションで
フェンス問題が取り上

げられた。
委員のほとんどがフェ
ンス撤廃を訴えた



門前から地域のかかりつけ薬局へ

• 2015年「患者のための薬局ビジョン」
• 門前から地域のかかりつけ薬局へ

• 厚労省は病院との構造的一体に対しては「第二薬局
問題」もあり絶対反対

厚労省は
絶対反対



2016年

しかし、
ついに厚労
省が認めた





2016年
敷地内薬局
の解禁



規制改革会議の
主張は患者（利用者）

の利便性



敷地内薬局は41都道府県187
施設に増加（2020年12月）
•日本薬剤師会は2021年4月、保険医療機関の敷
地内薬局の誘致状況の実態調査結果について、
41都道府県187施設だったことを明らかにした

•調査は2020年12月10日付けで、都道府県薬剤
師会を通じて実施した

• 2018年9月に発表された前回調査では33都道府
県64施設だった



日本薬剤師会は大反対

• 2018年日本薬剤師会

•「近頃、複数の公的保険医療機関が当該敷地内
に保険薬局を積極的に誘致しているとの情報が
寄せられている。もしこうした動向が保険医療
機関の経営上の観点から起きているならば、医
薬分業の理念を損なうばかりでなく保険医療機
関としての矜持のほころびも懸念される。こう
した動きはまた患者のための薬局ビジョンの趣
旨にも逆行する」



急性期充実体制加算で
敷地内薬局を否定

中医協で全く議論しないまま、厚労
省は2014年敷地内薬局の見直しを急
性期充実体制加算の要件で否定

江戸の敵を長崎で打つ



敷地内薬局が急性期充実
体制加算取得のネックと

なっている。



パート３
感染対策向上加算
疑義解釈と結果速報



感染対策向上加算に組み替え
改定前 改定後

感染防止対策加算 感染対策向上加算

感染防止対策加算１
390点

感染対策向上加算１
710点

感染防止対策加算２
90点

感染対策向上加算２
175点

ー 感染対策向上加算３
75点

加算１を充実して、加算２を2，3
に広げた

加算３は専任の常勤医師と看護師
から成る感染制御チームの設置で

要件を緩和した 外来感染対策向上加算（診療所）
６点





疑義解釈（その１）
感染対策向上加算など

• 感染対策向上加算１→重点医療機関に相当
• 地域の他医療機関と連携し、「組織的な感染防止対策の基幹的な
役割」を果たす地域の感染対策の基幹的な役割を果たす医療機関
を評価する

• 感染対策向上加算２→準備医療機関に相当
• 地域の基幹となる加算1取得医療機関と連携し、感染対策に関する
十分な経験と持つ医師・感染管理に関する十分な経験を持つ看護
師などで構成される感染防止対策部門を設置するなどの相当程度
の感染防止対策体制を敷く医療機関を評価する

• 感染対策向上加算３→診療・検査医療機関に相当
• 地域の基幹となる加算1取得医療機関と連携し、医師・看護師から
なる感染防止対策部門を設置するなどの一定程度の感染防止対策
体制を敷く医療機関を評価する

• 外来感染対策向上加算→診療所
• 地域の基幹となる加算1取得医療機関と連携し、一定程度の
感染防止対策体制を敷く診療所を評価する









疑義解釈（その10）

•都道府県の判断で一時的に重点医療機関から協
力医療機関に変更されるケースがある

•都道府県の要請により速やかに重点医療機関と
しての再度指定を受ける体制にあるときは、重
点医療機関の体制を有すると考えてもよい。

•この場合は自治体のホームぺージにおいて当該
病院が重点医療機関として指定を受けていた期
間、都道府県の要請により速やかに重点医療機
関として再度指定を受ける体制にあることを公
開する必要がある。



感染対策向上加算の
連携体制と疑義解釈



疑義解釈（その４）連携の実績
• 「当該加算の実績」は以下（これらの実績は届け出の際には求められない）ことが、疑義解
釈4で明確化。

• 【感染対策向上加算1】
• 「職員を対象とした、年2回程度以上の定期的な院内感染対策に関する研修」の実施実績

• 「保健所・地域医師会と連携した、加算2・3医療機関と合同での年4回程度以上の定期的な院内感染対策カンファレンス」「うち少なくと
も1回の新興感染症発生等想定訓練」の実施実績

• 「他の加算1医療機関と連携した年1回程度以上の相互訪問による感染防止対策に関する評価」（ピアレビュー）の実施（自院による評価の
実施、他院による評価受審）の実績

• 「抗菌薬適正使用を目的とした年2回以上の院内研修」の実施実績

• 【感染対策向上加算2・感染対策向上加算3】
• 「職員を対象とした年2回程度以上の定期的に院内感染対策に関する研修」の実施実績

• 「年4回程度以上の、加算1医療機関が主催する定期的な院内感染対策に関するカンファレンス」への参加実績

• 「加算1医療機関が主催する新興感染症発生等を想定した訓練」への年1回以上の参加実績

• 【外来感染対策向上加算】
• 「職員を対象とした年2回程度以上の定期的に院内感染対策に関する研修」の実施実績

• 「年2回程度の、加算1医療機関または地域医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス」への院内感染管理者の参加実
績

• 「加算1医療機関または地域医師会が主催する、新興感染症発生等を想定した訓練」への年1回以上の参加実績

• ただし「届け出の際に求められない」だけであり、加算取得後には、これら実績を満たさな
ければならない

• 加算取得後の1年間で必要な回数の研修実施、カンファレンス・訓練への参加をしなければ
ならない



疑義解釈（その１５）
院内感染対策に関するカンファレンス

•感染対策向上加算１では保健所や地域医師会と
連携し、感染制御チームによる院内感染対策に
関するカンファレンスを少なくとも年4回程度
開催すること、同加算２・３ではこのカンファ
レンスに感染制御チームが少なくとも年4回程
度参加していること

•感染対策向上加算について同加算１と同加算
２・３の届け出医療機関との合同カンファレン
スの参加者について、原則として「感染制御
チームを構成する各職種で少なくともも1人が
参加する必要がある



疑義解釈（その10）
定期的な巡回

•感染対策向上加算の「定期的な院内巡回」

•感染防止対策部門内の感染制御チームが週1回
程度、定期的に院内を巡回して感染事例を公開
すると共に院内の感染防止対策の実施状況を把
握・指導することを求めている。

•この院内巡回に関して、チーム全員で実施する
ことが望ましいとしたうえで、それが難しい場
合は少なくとも2人以上で行うこととした。ま
た必要に応じて各部署を巡回することや、それ
ぞれの病棟を毎回巡回することを求めている。



感染対策向上対策加算
結果速報



1144

952

1719感染防止対策
加算１の1382
より減少

株式会社メディチュア 渡辺優氏資料より



2022年改定前後の取得施設数比較

感染対策防止加算
（2020年7月）

感染対策向上加算
（2022年6月）

加算１ 1382 1144

加算２ 2728 952

加算３ － 1719

参考 重点医療機関 1745
協力医療機関 1019
（2022年6月）



株式会社メディチュア 渡辺優氏資料より



感染対策向上加算と
地域連携



6割超は兵庫、

三重、滋賀、
三重県、



感染対策向上加算と地域差

•都道府県別
• 6割越えの県

• 滋賀県、三重県、兵庫県

• 低い県
• 福岡県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県

•二次医療圏別
• 100％届け出

• 淡路（兵庫県）、丹後（京都府）、橋本（和歌山県）



外来感染対策向上加算

•都道府県別
• 高い県

• 岐阜県、群馬県、徳島県、愛媛県

• 低い県
• 千葉県、青森県、沖縄県

•二次医療圏別
• 高い二次医療圏

• 群馬県の一部、岐阜県の一部



感染対策向上加算の
取得状況は日ごろの
地域連携に関連している



まとめと提言

・総合入院体制加算から急性期充実体制
加算への鞍替えが起きた

・敷地内薬局が鞍替えのネックになった
・感染対策向上加算１の算定施設数が
改定前より減少した。

・感染対策向上加算は地域連携がポイント
・連携先進地域では加算取得が多い傾向



医療介護の岩盤規制をぶっとばせ！
コロナ渦中の規制改革推進会議、2年間の記録

• 医療介護の岩盤規制をぶっとばせ！

• 第１章
• コロナと医療提供体制

• 第２章
• 規制改革会議と医療DX

• 第3章
• 規制改革会議と科学的介護

• 第４章
• 規制改革会議と医薬品・医療機器

• 第5章
• 2025年問題へ向けての改革トピック
ス
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Dr武藤のミニ動画㉒

医療計画見直しと地域連携薬局

衣笠病院グループ
相談役 武藤正樹
よこすか地域包括推進センター長



社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院グループ

衣笠病院グループの概要

■神奈川県横須賀市（人口約39万人）に立地

■横須賀・三浦医療圏（4市1町）は人口約70万人

■衣笠病院許可病床198床 ＜稼働病床194床＞

■病院診療科 ＜〇は常勤医勤務＞

〇内科、神経科、小児科、〇外科、乳腺外科、

脳神経外科、形成外科、〇整形外科、〇皮膚科、

〇泌尿器科、婦人科、〇眼科、〇耳鼻咽喉科、

〇ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、〇放射線科、〇麻酔科、〇ホスピス、東洋医学

■病棟構成

DPC病棟（50床）、地域包括ケア病棟（91床）、回復期リハビリ病棟（33床）、ホスピス（緩和ケア病棟：20床）

【2021年9月時点】

68

本館

東館

健康管理センター

衣笠病院
教会

■併設施設 老健（衣笠ろうけん）特養（衣笠ホーム）訪問診療クリニック 訪問看護ステーション
通所事業所（長瀬ケアセンター）など
■ グループ職員数750名



葉山

横須賀

鎌倉

横浜
小田原

三浦

江の島

浦賀

富士山

箱根

港南台

衣笠病院グループ

衣笠ホーム

長瀬
ケアセンター

逗子

衣笠城址
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パート１
医療計画見直しと
在宅医療

第8次医療計画に関する検討会
2022年7月
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第8次医療計画に関する検討会
2021年7月





第6次医療計画見直し検討会と
在宅医療

• 厚生労働省は2011年10月
31日の「医療計画の見直
し等に関する検討会」
（座長＝武藤正樹・国際
医療福祉大大学院教授）
に、都道府県が2013年度
から実施する第6次地域
医療計画について、在宅
医療の医療圏は急変時対
応や看取りに取り組める
よう、地域の状況に応じ
て２次医療圏より小さな
圏域を設定すべきとの論
点を示した。 第6次医療計画見直し検討会

2011年10月31日

山本信夫氏



パート２
在宅医療の現状

2040年までの人口動態、患者動態









在宅医療について





















訪問診療の需
要は大都市圏
で急増する



神奈川県の現状



横須賀・三浦

11医療圏



横須賀・三浦の人口推移

75歳以上



横須賀・三浦

神奈川県

地域医療情報システム（日本医師会）





病院情報局



横須賀・三浦
2025年の病床数の必要量

病床機能報告（厚労省）

6,122床5,325床
高度急性期
は6割減へ

回復期は
５倍へ

722床

1,781床

1,913床
389床



横須賀・三浦
在宅医療等の必要量

在宅医療の必要量は療養病床の医療区分１の７０％、
一般病床の医療資源投入量１７５点未満の患者数が含まれている



パート３
医療計画と地域連携薬局



2019年改正薬機法の趣旨

• 2019年薬機法改正趣旨は以下の3点
• ①医薬品・医療機器等をより迅速・安全・効率的に
提供するための制度確保
• 先駆け審査指定制度、条件付き早期承認制度によりより
迅速に医薬品・医療機器等を上市する制度の確保

• ②地域における薬局・薬剤師の在り方
• 地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の創設

• ③信頼確保のための法令順守体制等
• バルサルタン（デュオパン）問題のような虚偽・誇大広
告で医薬品の販売を拡大した製薬企業に課徴金を支払わ
せる制度の確立









地域連携薬局は
ハブ薬局













15薬局



在宅医療及び医療・介護連携に関する
ワーキンググループ

2022年7月28日



在宅医療を積極的に担う
医療機関を医療計画に位

置付けては？





地域連携薬局を次期医療計画に記
載するかどうか？2022年7月28日

• 日本医師会委員
• 鈴木邦彦構成員（日本医療法人協会副会長）

• 地域医療連携薬局について第9次医療計画に記載するのは時
期尚早

• 江澤和彦構成員（日本医師会常任理事）
• 病院と調剤薬局で薬剤師の配置人数に差がある状態が助長さ
れる可能性があり、記載は反対

• 日本薬剤師会
• 荻野構一構成員（日本薬剤師会常務理事）

• 在宅医療に対応可能な人材の育成、過疎地も含めた薬剤師の
確保

• これらの事項について、都道府県が効果的な政策を実行する
ためには、第8次医療計画の開始時点で地域連携薬局を位置
付けるべき



在宅医療の体
制構築に地域
連携薬局も加
えては？



パート４
医療計画と在宅医療圏





二次医療圏
記載なし

記載なし





在宅医療圏をどのような規模
で設定すべきか？
• 猪⼝雄⼆構成員（⽇本医師会副会⻑）、織⽥正
道構成員（全⽇本病院協会副会⻑）が、在宅医
療圏の設定を市町村単位にすべきだと主張

• 認定NPO法⼈「ささえあい医療⼈権センター
COML」理事⻑の⼭⼝育⼦構成員も、⼆次医療
圏単位ではなく、適切な圏域の設定を進める必
要があると強調した。





まとめと提言

・在宅医療の需要は大都市部で
これから急増する

・地域連携薬局は在宅医療のハブ
薬局となるべき

・地域医療計画に地域連携薬局を
記載しよう！

・在宅医療圏は市区町村に



医療介護の岩盤規制をぶっとばせ！
コロナ渦中の規制改革推進会議、2年間の記録

• 医療介護の岩盤規制をぶっとばせ！

• 第１章
• コロナと医療提供体制

• 第２章
• 規制改革会議と医療DX

• 第3章
• 規制改革会議と科学的介護

• 第４章
• 規制改革会議と医薬品・医療機器

• 第5章
• 2025年問題へ向けての改革トピック
ス

• 篠原出版新社

• 8月11日緊急出版

• B5版 120ページ

• 定価 1800円
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